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平成 30 年 11 月 22 日 

地域交通フォローアップ・イノベーション検討会 

ヒアリング資料 

NPO 法人 全国移動サービスネットワーク 

 

地域でもっとも不足しているサービスは「買い物支援」「移動・外出支援」 

 厚生労働大臣から委嘱されて活動している民生委員（児童委員を兼ねる）は全

国に約 23 万人いる。これら民生委員を対象に毎月「ひろば」という機関誌が発

行されている。今年 9 月号では「地域住民が直面する生活課題、福祉課題に対応

するために不足していると感じるサービスや社会資源を尋ねたところ、回答で

もっとも多かったのは『買い物弱者の生活を支える支援』であり、56・７％と過

半数を超えていた。続いて『外出や通院等の際の移動に対する支援』『外出の際

の公共交通機関』が、おおむね４割前後と、多くの単位民児協で、買い物や外出

などの身近な生活支援が不足していると感じていることがわかった。」と、２年

前に実施した調査結果にもとづき報じられた。 

  

 

 民生委員は地域の高齢者や障害者等を把握し寄り添って活動する存在なので、

このデータは地域の実情を正しく反映しているものと判断される。 
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高齢者や障害者等の移動・外出を支えるサービスの不足は、高齢者の介護予防

や地域経済の活性化等にも深刻な影響を及ぼしている。バスやタクシー等の事

業者優先ではサービス不足を解決できないところまで来ている。 

高齢者の移動手段の確保に関する検討会の「中間とりまとめ」では、「高齢者

の移動手段としてはバスやタクシーなどの公共交通機関が基本的に重要な役割

を担っている」が「他方で、歩行距離の制約などの高齢者の生活実態や、公共交

通機関の現状を考えると、公共交通を補完するボランティア団体の活動や地域

の助け合いの中で、高齢者のための移動手段を確保していくことも、今後、重要

性を増すものと考えられる。」とされたが、地域の実態からは、「今後」ではなく

「すでに」ボランティア団体の活動や互助による移動手段の確保が重要性を増

している。 

地域交通のイノベーションを検討されるなら、道路運送法や関連施策の抜本

的な見直しが必要である。 

 

１．自家用有償旅客運送について 

道路運送法において自家用有償旅客運送は例外規定での位置づけであり、公

共交通を補完する存在でしかない。一方、今後更に高齢者・障害者等人口の増加

や、バス・タクシー等の乗務員の高齢化・人員不足は明らかである。この現状を

打破するためには、道路運送法を改正し、自家用有償旅客運送の役割等を法にお

いて明確にして、登録して活動する団体が増える方策を打ち出すべきである。 

運営協議会及び登録の要件とされている運営協議会での合意は廃止すべきで

ある。代わりに、地域の移動制約者の問題解決に向けて生産的な協議を行う場、

住民の移動のニーズにどのように応えるか、新しいサービスをどのように創出

するかを協議する場を創設すべきである。 

更新登録手続きが新規登録とほとんど同じで過重な負担になっていることも

含め、法令を見直すべき時期に来ている。（資料：移動サービス情報誌モヴェー

レ 29号） 

以上が主たる意見であるが、最近、全国移動ネットに寄せられた相談等からい

くつか拾ってみる。 

 

１）公共交通空白地有償運送 

公共交通空白地有償運送について、公共交通機関との乗り継ぎを促すため
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に、発地着地を市町村内の一部の地域に限定されるケースが常態化している。

その結果、ニーズに対応できず利用者がとても少ないケースや、心身の状況や

気候等によって乗り継ぎの困難な人のために、新たに福祉有償運送も登録申請

して着地の制約を解消しているケース、公共交通空白地有償運送でありながら

利用対象者を付添いの必要な人に限定して運送の区域の制約を免れているケー

ス、などが散見される。 

公共交通空白地有償運送は、住民であればだれでも利用対象者として登録で

きるものであり、その中に乗り継ぎが困難な人が含まれていれば、柔軟な運用を

すべきである。 

市町村運営有償運送の交通空白輸送に比べ、公共交通空白地有償運送は対象

地域の考え方が様々で、新たにサービスを創出することが非常に難しい。こうし

た制約が取り除かれない限り、登録すると新たな規制を受け移動のニーズに応

えられないという理由で、許可・登録不要の活動を選択するケースが増え続ける

だろう。 

２）福祉有償運送 

福祉有償運送の利用対象者について、通達「福祉有償運送の登録に関する処

理方針」には「基本チェックリスト該当者」が含まれているが、各市町村には

知られておらず、施行規則のイロハニのいずれに該当するかも明確でない。旅

客の範囲は、施行規則に規定される事項であり、各市町村に周知するために

も、施行規則にも明記すべきである。 

３）権限移譲 

事務・登録権限の移譲を受けた市町村であれば、市町村の判断で柔軟に運用で

きると捉えていたが、実際にはそれもかなわない状況がある。事務・登録権限の

移譲に際しての市町村の裁量を拡大するべきである。 

 

２．道路運送法における許可又は登録不要の運送 

 最初に述べておきたいのは、登録等不要の活動は、登録等を逃れるために行

われているのではないということである。住民全てを対象者にできる公共交通

空白地有償運送は過疎的な地域でしか運用されておらず、かつ前述のように運

営協議会での合意はスムーズではない。また福祉有償運送は対象者が限定され

ており、介護認定等を受けていない高齢者は対象にできない。このジレンマか

ら登録等が不要な活動として実施せざるを得ない実情がある。地域や社会の現
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状を反映した運用や制度改革が必要だ。 

 

１）社会福祉法人の公益活動としての買い物支援等 

 社会福祉法の改正にともない、社会福祉法人に公益的な取組みを実施する責

務が課せられた。地域で支援を要する人たちを対象に無料又は低額で福祉サー

ビスを提供することを責務として規定している。デイサービス送迎の車両を活

用し、自治会等やボランティアが付き添って買い物支援やサロン送迎を行う事

例が全国的に広がりをみせている。 
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 しかしながら、一部の地方運輸局においては、このような公益活動について

も登録を要するという見解を示す運輸支局があり、二の足を踏む社会福祉法人

や地域がある。誠に残念と言わざるをえない。 

 

２）介護予防・日常生活支援総合事業の活用 

高齢者の移動手段の確保に関する検討会の「中間とりまとめ」以後、厚生労

働省の所管である「介護予防・日常生活支援総合事業」を活用した移動支援の

実施例が紹介されるなど、国レベルでの福祉と交通の連携が模索されている。

学習会やセミナー等にも高齢福祉担当と地域交通担当の職員が参加するなど、

都道府県や市町村でもその機運が高まっている。しかし、高齢福祉部局が住民

主体の移動・外出支援の創出を支援しようとする際には、制度運用上の制約が

多く、実践している事例は全国でも 30弱にとどまっている。 

 

総合事業の類型と道路運送法上の類型一覧表＜2018 年 10月＞ 

道路運送法

の類型 
許可・登録不要 登録 許可 

総合事業の

類型 

ｶﾞｿﾘﾝ代実費・有料

道路・駐車料のみ 

サロン送迎 

（自家輸送） 

家事身辺援助等ｻ

ｰﾋﾞｽ(訪問 B) 

一体型 

  

訪問型サー

ビス B 
  

松戸市 吉見町 

天童市 八王子市 

花巻市、萩市 

  

訪問型サー

ビス D 

（ケース 1） 

米原市 

大網白里市 

柏崎市 

 黒滝村 流山市 

太子町   

取手市 美郷

町 若桜町 

橋本市 御代

田町  

さつま

町 

訪問型サー

ビス D 

（ケース 2） 

鶴岡市 

秦野市 網走市 

長沼町 飯綱町 

加東市 防府市 

太子町 葉山町 

 和光市 川島町 

一般介護予

防事業 

神栖市  

高根沢町 
国東市    

 

 ＜問題点＞ 

①市町村が換金可能なボランティアポイントを運転ボランティアに付与すると

有償運送とみなされる。ボランティアポイントは換金性があるとしても 1回 100

円程度。 
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②「介護予防・日常生活支援総合事業」の「訪問型サービス B」の補助を受け

ている場合には、家事身辺援助等のサービスが中心であることを市町村が認識

していることが明白である。にもかかわらず、運輸支局が登録を要すると判断す

る事例がある。 

子どもの預かりを中心として行う「ファミリーサポート事業」は、許可・登録

不要と整理されており、これと「訪問型サービス B」はともに登録不要と整理す

べきである。 

 

３）福祉と交通の連携 

「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」の「中間とりまとめ」に福祉と交

通の連携の重要性が示されたことを受けて、部局横断的に施策の課題を共有し

たりサービスの実態の把握を進める動きが各地で生まれている。ニーズへの対

応力向上を目指す上では重要なことである。しかし、単に福祉部局が住民に交

通サービスの利用を促したり、福祉部局によって把握・顕在化した取り組みを

交通サービスの補完的なサービスとして明確化する向きもある。これは本当の

意味での連携とは言えない。 

福祉部局も当事者意識を持ち、所管する制度政策に照らして意義のある取り

組みを普及推進すべきであり、そこから得られた情報や知見をもって交通サー

ビスの見直しにも寄与することが連携である。例えば厚生労働省所管の制度に

基づいて行われる取り組みであれば、同省が相談窓口を担い、責任をもって判

断するべきである。（資料１：多摩市まるっと協議体の動き） 

 

 

４）中山間地域の住民自治の活動として行われる移動支援 

自治会連合会を廃止したり、再編したりして、小学校区ごと、公民館ごと、行

政区ごとの地域運営組織や地域づくり協議会を作り、小さな拠点（場所＋人）を

整備すると同時に、移動支援を行っている例が増えている。 

小さな拠点の整備にあたっては、県による車両の補助（10 割）や、地域おこ

し協力隊や集落支援員といった人材の支援策を活用している例もあり、それに

よってサロン活動や移動支援を含む生活支援、交流行事などが生まれている。 

こうした拠点で行われる移動支援は、住民同士の互助的な活動であり、ガソリ

ン代実費程度を受け取る、許可登録不要の運送が大半である。また、拠点で行わ
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れるサロン活動や介護予防教室等の送迎を中心に、買い物や用足しのために寄

り道をするケースも増えている。 

中間山地や住民自治組織が移動支援を始めようとする趣旨は、互助によって

手軽に地域内の移動が可能になるしくみと作ろうというものであり、消滅の危

機に瀕している中山間地の集落の現状に鑑みれば、住民自治組織の支援は待っ

たなしの課題である。配達やサロンの送迎等、他のサービスと複合的に提供され

るからこそ、新たな人材を確保せずに、コストを抑えてサービス提供ができるの

であって、これを維持継続可能にする制度的な枠組み、例えば、特区のような扱

いにし、その区域内においては、住民が仕組みを自由に決めて車両運行できるよ

うな制度があってもいいのではないか。 

（資料２：大分県国東市「くらしのサポートセンターかもめ」、資料３：山口

県萩市「むつみ元気支援隊」等の取り組み」） 

 

 

３．緑ナンバーと白ナンバーの新たな連携関係 

運送事業者の運行管理のノウハウを生かし、乗務員の不足を補うとともに、利

用者への負担額を抑える方策として、住民ボランティアと運送事業者が協働し

て非営利の法人を設立し公共交通空白地有償運送の登録をする（それを市町村

が支援する）という試みが生まれている。 

（資料４：三重県紀北町「あいのり運送」実証実験） 

タクシー事業者が運行管理を担当し、運転を住民ボランティアが担うサービ

スは、今後の地域のくらしの足として期待できるモデルである。乗務員不足によ

って移動のニーズに応えられないタクシーや自家用有償旅客運送が増えており、

両者の連携は不可欠である。制度改革に期待したい。 

 

 

以上 



（地域支え合い推進員）と 「協議体（まるっと協議体）」のイメージ 

多摩市まるっと協議体（事務局：一般社団法人多摩マイライフ包括支援協議会）は、多摩市

から委託を受けた一般社団法人多摩マイライフ包括支援協議会が多摩市第一層生活支援体

制整備事業に基づく第１層協議体として、設置しています。 生活支援サービス及び介護予

防サービスの体制整備に向けて多様な主体が参画し、情報共有、連携強化等の場として設置

することにより、多摩市と連携しながら協働による資源開発等を主体的に推進していくこ

とを目的としています。 

【資料１】

- 1 -



- 2 -



-
 3

 -



- 4 -



- 5 -



大分県国東市（平成２７年１０月末現在）

面積 ３１７．８４㎢

人口 ２９，８１１人

高齢者人口 １１，７４１人

高齢化率 ３９．４％

要介護認定者数 ２，０４５人

認定率 １７．４％ （県１８．９％）

介護保険料 ４，７５０円

約２９㎞

約１８㎞

両子山

国東市役所（本所、高齢者支援課）

地域包括支援センター（安岐・武蔵・国東）

地域包括支援センター（国見）

国東圏域

武蔵圏域

安岐圏域

国見圏域

国見町竹田津地区 (H28.4.1現在)
人口：1,024人 高齢化率53.1%

【資料２】

-
 6

 -



竹田津くらしのサポートセンター『かもめ』における送迎・外出支援

○竹田津くらしのサポートセンター『かもめ』の概要

竹田津地区公民館を拠点に、カフェ・体操・レクリエーション・食事・生活支援・送迎外出支援等、
地域交流（活動の場や機会づくり）を通じて「住民同士の支え合いやつながり」を創り出していく場

○実施内容

くらサポ『かもめ』が実施に伴う送迎及び外出利用者に対する運転ボランティアによる自家用車を
使用した移動支援

○利用者

竹田津地区住民で外出するのが困難と判断された方で、かつ、送迎及び外出支援の利用申請をされ
た方

○利用者負担

なし

○運転手に対する実費弁償

ガソリン代等交通費実費相当のかもめカフェでのみ使用できるコーヒー券

①送迎（往） 自宅 ➩ 竹田津地区公民館 竹田津地区内１０キロ以内 １００円

②送迎（復） 竹田津地区公民館 ➩ 自宅 竹田津地区内１０キロ以内 １００円

③外出（往復）竹田津地区公民館 ⇔ 外出先 竹田津地区外２０キロ以内 ２００円

※上記①②③以上は、１キロ毎に２５円加算

-
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竹田津くらしのサポートセンター『かもめ』の歩み
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萩市の生活支援体制整備事業

①事業実施：萩市社会福祉協議会へ委託
②地域さえあい協議体、地域ささえあい推進員設置状況

27年度 川上、江崎、小川、むつみ、明木、佐々並
28年度 須佐、弥富、福川、紫福、三見、見島、大島、相島、その他萩

地域
29年度 大井

③構成メンバー：必ず、地域包括支援センター職員、健康増進課職員、高
齢者支援課職員、在宅介護支援センター相談員が関わる。

その他のメンバーは、次のとおり。
（地域によって異なります）

【資料３】

-
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0
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萩市の生活支援体制整備事業

③構成メンバーのつづき

民生委員・児童委員、元市職員、婦人会、保健推進員、地域福祉活動

推進委員、地域サロン関係者、地域ボランティアグループ、農業団体

（ＪＡ/農事組合法人）、ＪＡ婦人部、小地域福祉活動委員会、活動実施団

体、 介護保険サービス提供事業所、薬局、道の駅、老人クラブ、健康づく

り団体、女性団体連絡協議会、ＮＰＯ、漁業集落住民、公民館長、地域

運営協議会、青年有志の会、食生活改善推進協議会、町内会、消防団、

漁協、漁協婦人部、子ども会、保育園、海運会社など

-
 1

1
 -



萩市の支援
住民主体生活支援サービス実施団体補助金

・補助要件 ①協議体の設置圏域（基本小学校区）をすべてカバーする活動であ
ること

②協議体において、適当であると認められた団体であること（原
則協議体ごとに、各サービス１団体）

③週１回以上の活動予定があること（通所サービスは経過措置とし
て月１回、隔週も当面認める）

④団体の構成員はおおむね１０名以上であること

訪問サービス 通所サービス 立ち上げ経費
補助金年額
（上限）

年80,000円 年110,000円
立ち上げ時のみ

300,000円

経過措置

月１回開催
・・・年27,500円

隔週開催
・・・・年55,000円
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萩市の支援
住民主体生活支援サービス車両貸出
・住民主体サービスを実施する団体がサロンの送迎等で車両が必要な場合に、市
の車両を無償で貸し出し

・配備状況
28年度 田万川総合事務所（10人乗り）

むつみ総合事務所と旭総合事務所（8人乗り）各１台
29年度 川上総合事務所、弥富支所、福栄総合事務所（8人乗り）各１台
30年度 大井出張所（8人乗り）１台

・車両運行に必要な経費（ガソリン代、保険料等）は市がすべて負担
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萩市の支援
住民主体生活支援サービス車両貸出
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各
地
域
で
創
出
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス

地 域 訪問型サービス（家事援助等） 通所型サービス（サロン活動等）

川

上
未定

名 称：あぶ川サロン
実施団体：川上あぶ川サロン運営委員会
活動内容：サロン活動（団体当番制）
実施回数：月１回

田
万
川

江

崎

名 称：元気の手 たまらぼ
実施団体：NPO法人田万川地域サポート21
活動内容：受診介助、買物支援・代行、等
実施回数：随時

名 称：おとなの部活
実施団体：江崎ささえ隊
活動内容：外出支援、サロン等
実施回数：月１回

小

川

名 称：ふれあい訪問
実施団体：小川ささえ隊
活動内容：安否確認、室内清掃等
実施回数：随時

名 称：みのりの広場
実施団体：小川ささえ隊
活動内容：サロン活動、出張美容室等
実施回数：月２回

む
つ
み

名 称：むつみ愛サービス
実施団体：むつみ元気支援隊
活動内容：買い物、草取り、移動支援等
実施回数：随時

名 称：月曜サロン、男性サロン等
実施団体：むつみ元気支援隊
活動内容：サロン活動、世代間交流等
実施回数：週１回（男性サロンは月１回）

須

佐

須

佐

名 称：もやいサービス
実施団体：ＮＰＯ須佐元気な街づくりネット

活動内容：住居清掃、調理、ゴミ出し等
実施回数：随時

名 称：須佐ふれあい広場
実施団体：須佐地区社会福祉協議会
活動内容：サロン活動、世代間交流等
実施回数：月１回

弥

富

名 称：ちょっとサービス
実施団体：弥富でっぴん会
活動内容：買物、雪かき、移動支援等
実施回数：随時

名 称：ちょっとひと休み
実施団体：弥富でっぴん会
活動内容：サロン（団体当番制）、外出支援
実施回数：月５回
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各地域で創出されたサービス

地
域

訪問型サービス（家事援助等） 通所型サービス（サロン活動等）

旭

明

木
実施検討中

名 称：たいやきサロン
実施団体：明木地区社会福祉協議会
活動内容：サロン活動
実施回数：月１回

佐
々
並

名 称：おたすけクラブ
実施団体：佐々並地区社会福祉協議会
活動内容：買い物、草刈り、ゴミ出し等
実施回数：随時

名 称：ほっとサロン・ささなみお気楽サロン
実施団体：佐々並地区社会福祉協議会
活動内容：サロン活動（団体当番制）
実施回数：月２回

福

栄

福

川
実施検討中

名 称：ふくふくサロン
実施団体：福川ささえあい隊
活動内容：サロン活動、園児との交流等
実施回数：月２回

紫

福
実施検討中

名 称：ほほえみサロン
実施団体：紫福地区社会福祉協議体
活動内容：サロン活動
実施回数：月２回
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各地域で創出されたサービス
地
域

訪問型サービス（家事援助等） 通所型サービス（サロン活動等）

萩

三

見
実施検討中

名 称：花いちもんめ
実施団体：三見地区社会福祉協議会
活動内容：サロン活動
実施回数：月１回

大
井
実施検討中

名 称：お～い 元気かい！
実施団体：大井地区社会福祉協議会
活動内容：サロン活動
実施回数：月１回

大

島
実施検討中

名 称：サロンかもめ
実施団体：サロンかもめ
活動内容：サロン活動
実施回数：月１回

相

島
実施検討中 実施検討中

見

島
実施検討中 実施検討中
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○地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が
定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織

○地域運営組織の組織形態としては、協議機能と実行機能を同一の組織が併せ持つもの（一体型）や、協議機能を持つ組
織から実行機能を切り離して別組織を形成しつつ、相互に連携しているもの（分離型）など、地域の実情に応じて様々
なものがある

地域運営組織とは

活動実績

○活動範囲は主に「小学校区（旧小学校区）」（概ね昭和の大合併で消滅した旧村エリア）
○609市町村で組織されており、全国で3,071団体（平成27年度は1,680団体（494市町村））
○現在、一部または全域に地域運営組織が存在しない市町村においても、89%の市町村（有効回答1,078市町村のうち

957市町村） が必要性を認識
○主な活動内容は高齢者交流サービス、声かけ・見守りサービス、体験交流事業、公的施設の維持管理など多様
○主な収入源は市町村からの補助金、構成員からの会費、公的施設の指定管理料、利用者からの利用料

地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書より
≪平成 29 年 3月 総務省≫

「地域運営組織」とは
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小さな拠点・地域運営組織の取組例

○高齢者の見守り
・定期的な高齢者の住宅訪問と声かけ
・他の事業（市から受託した水道検針、お弁当の宅
配）実施時に、声かけ
・災害時に備えて、援助の必要な人の把握と、被援
助者の登録管理

【ポイント】
○ 小学校区や旧村のエリアにおいて、地域の課題に対応した事業の実施
○自治会、町内会や婦人会、社会福祉協議会、農協など既存の組織・団体と連携

○生活サービス
・撤退した商店やガソリンスタンドを地域運営組織が
借り受けて運営
・地域の公民館に商店を運営
・買い物代行サービスの実施
・宅配弁当サービスの実施

○交通の確保
・地域運営組織が運営する商店への無料送迎サービ
ス
・自治体の補助を受けてミニバンを購入し、自家用有
償旅客運送事業の実施

○コミュニティづくり
・空き店舗を活用した地域住民の交流サロンの設
置・運営
・婚活イベントの実施

○子育て・地域社会教育
・保育園や学童保育の運営
・中高生の地域づくり活動への参加の受け皿
・公民館の指定管理による生涯学習活動

高齢者が多いが見守る人がいない・・・

集落唯一の商店もなくなり、車の運転も限界・・・

日中の居場所がない、子育てに不便・・・

農業の後継者がいない、働き口がない・・・

○農林業・特産品
・農事組合法人を設立し、共同して農業を実施
・地域の農産物を生かして、特産品を開発
・道の駅の指定管理を受けて、物産品を販売

地域に誰も来ない・・・
○移住者の受け入れ、農村交流

・古民家を改修して、農泊を実施
・廃校舎を改修し、移住者のお試し居住に活用

-
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2018年11月1日 紀北町相乗り運送運営協議会 3

紀北町相乗り運送実証事業に就いて
① 事業目的と概要

• 「住民による住民の移動手段の確保」という新たな方式の運
送を試験的に実施することにより、その実現可能性や有効性に
ついて検証することを目的とした事業

• 地域で自家用車を所有する方がその車を使って、地域の移動手
段のない方を、ドア・ツー・ドアで目的地まで移送する方式

• 自家用自動車による有償運送となり「公共交通空白地有償運
送」に従った運営である

• あらかじめ登録した会員が、携帯電話や専用の配車通信機器で
配車センターに運送を依頼する

• 配車センターは依頼を受け、登録運転手に連絡・配車し、指定
された場所から目的地まで会員を運送する

※同事業は、紀北町よりの申請で総務省シェアリングエコノミー活用推進事業として採択され、
事業費は全額総務省から委託料として交付されています

【資料４】
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2018年11月1日 紀北町相乗り運送運営協議会 4

紀北町相乗り運送実証事業に就いて
② 運送主体

• 権利能力なき社団：紀北町相乗り運送運営協議会
• 構成員 ：紀北町、三重交通、三重大学
• 代表者 ：会⾧ 紀北町⾧ 尾上壽一
• 事務局 ：紀北町企画課（紀北町役場内）
• 配車センター ：三重交通（株）南紀営業所（熊野市）

③ 旅客の範囲及び運送の区域
下記の地域に居住している、車やバイクなどの移動手段のない方、

また高齢化等で将来的に移動手段がなくなる不安がある方で会員登
録をした方

• 海山地区：公共交通空白地域の馬瀬、河内・細野、鯨、小松原
• 紀伊⾧島地区：公共交通空白地域及び廃止代替バス河合線運行

地域の中桐、島地、前山、茂原、下地、志子、志子奥、田山、
戸ノ須、片上、名倉、呼崎）

運送は地区内の指定エリア間の移動であり、移動エリア間で料金
を設定。海山地区⇔紀伊⾧島地区間の運行は行わない
• 登録者総数は127名（海山地区26名、紀伊⾧島地区101名）

-
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2018年11月1日 紀北町相乗り運送運営協議会 5

紀北町相乗り運送実証事業に就いて
① 海山地区の配置と料金表

エリア
内移動

エリア
⑥

300
エリア
⑤ 500

エリア
④ 500 900

エリア
③ 500 600 1,000

エリア
② 400 800 900 1,300

エリア
① 700 600 1,000 1,100 1,500

• 基本的にエリア間での移動と
して料金を算出する

• 乗車位置、降車位置はエリア
内の任意の場所

• 例）エリア②の河内からエリ
ア⑥のJR相賀駅まで乗車する
と1,300円となる

• タクシー運賃の約半分見当

エリア①エリア②

エリア⑤

エリア⑥

-
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2018年11月1日 紀北町相乗り運送運営協議会 6

紀北町相乗り運送実証事業に就いて
① 紀伊⾧島地区の配置と料金表

エリア
内移動

エリア
⑥

300
エリア
⑤ 400

エリア
④ 400 500

エリア
③ 500 700 800

エリア
② 400 600 800 900

エリア
① 600 800 1,000 1,200 1,300
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2018年11月1日 紀北町相乗り運送運営協議会 7

紀北町相乗り運送実証事業に就いて
④ 実施期間及び時間

海山地区 2018年9月18日(火)～12月16日(日) 90日間
紀伊⾧島地区 2018年10月1日(月)～12月28日(金) 89日間
運行時間は期間中毎日9時から17時まで

• 受付時間 9時から16時【前日から予約可能】
• 迎車時間 9時から16時30分
• 運送時間 9時から17時

⑤ 運転手、使用車両および報酬
運転手：対象地域内及びその周辺に居住する住民で、2種免許保持

者または国土交通大臣認定講習受講者（要登録）
使用

車両：上記の運転手が所有する自家用車（保険要件要充足）
報 酬：運転手は、ガソリン代、車両減耗および保険料等の補助

的意味合いも込めて、利用者が支払った運賃と同額の報酬
を協議会経由で受領する
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2018年11月1日 紀北町相乗り運送運営協議会 10

運営システム構成図

紀北町相乗り運送運営協議会

配車センター
三重交通南紀営業所内

移動手段のない住民
将来の移動手段が不安

な住民（要登録）

ドライバー
自家用車を持った自発
的協力意識を持つ住民

（要登録）

配車依頼
・電話
・専用

配車通信機器

配車指示

配車状況案内

利用料支払
・ICカード利用

運送サービス提供
・カード決済
・チャージ処理

収受料金
納付

報酬支払
・経費を含む
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No.292

　2017 年度は、「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」の「中間とりまとめ」後の対

応として、国土交通省と厚生労働省から複数の通達や事務連絡が発出されました。
　これらについて、6 月 23 日に開かれた総会記念講演会で、国土交通省の金指旅客課長
からご講演をいただきました。トークセッションでは、スピーカーの河崎民子副理事長、
柿久保浩次副理事長に加え参加者から様々なご意見ご質問が寄せられました。

高齢者の移動手段の確保に関する
検討会の「中間とりまとめ」を受けた
対応と今後の見通し

国土交通省自動車局旅客課長

金
かなざし

指 和
かずひこ

彦　氏

　運転免許証を自主返納したあとも、生活に必要な
外出や元気に暮らし続けられるための移動手段が必

要ですが、制度的な課題によって活用が困難になっ

ていた自家用有償旅客運送※、その円滑な活用に向

けて、３月 30 日付で通達を出しました。
※）市町村運営有償運送（交通空白輸送、市町村福祉輸送）、
　　福祉有償運送、公共交通空白地有償運送

中間とりまとめに示された「具体的方策」
１．公共交通機関の活用
２．貨客混載等の促進
３．自家用有償旅客運送の活用
４．許可・登録を要しない輸送の明確化
５．福祉行政との連携
６．地域における取組に対する支援

自家用有償旅客運送の
検討プロセスのガイドライン化

　自家用有償旅客運送を導入する市町村の検討手

順を示しました。まず、交通事業者に地域の移動

ニーズに応じた運行の提案を求め、「協議会の呼び

かけから 2 か月経っても事業者が提案をしてこな

い場合、または提案があっても４ヶ月以内に協議

が調わなかった場合は、自家用有償旅客運送の検

討を進める」というガイドラインです。

自家用有償旅客運送は、許可事業（交通事業者）

が困難な場合に行うこととされていますが、「タク

シー事業者が、サービス提供が可能である、と答え

たことだけを根拠に、既に交通サービスが確保され

ていると解釈・運用されている実態がある」といっ

た指摘を受け、よりスムーズに協議できるように

と考えて示したものです。

市町村運営有償運送の運用弾力化
　市町村運営有償運送の交通空白輸送は、路線バス

の代替として引き継ぐことが多かったため路線運

行とされていましたが、もっとニーズに応じて柔軟

に運行したほうがいいということで、区域運行（発

着地のどちらかが運送の区域内にあればよい）も

認めることにしました。また、使用する車両も福

祉有償運送や公共交通空白地有償運送で持込車両

が認められているので、市町村運営有償運送にも持

込車両（運行委託された組織や構成員のマイカー）

使用を認めることとしました。
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【特集】自家用有償旅客運送と登録不要の運送を今後どう活かすか

許可・登録不要の運送の解釈１：自発的な謝礼
　これまでも自発的な謝礼は認められていましたが、

自発的な謝礼はどこまでかという疑問が寄せられて

いました。利用者がガソリン代を渡す際に「お釣りは

要らない」といったような場合は、自発的な謝礼とみ

なす＝運送の対価とはみなさないことを明示しまし

た。金額を決めてしまうと運賃や料金という話になり

ますが、任意の自発的な謝礼ですので、お気持ちの

範囲でやっていただけたらと思います。

 

許可・登録不要の運送の解釈２：特定費用のみ
　特定費用とは、ガソリン代と有料道路代と駐車料

金を指します。ガソリン代は具体的にどのくらいな

らいいかというと、理想は実際にかかった額ですが、

それを突き詰め過ぎても実情にあわないので、例え

ばということで 2 種類をお示ししました。

●走行距離 (km) ÷ 燃費 (km/ℓ ) × 1ℓ あたり
　のガソリン価格 ( 円 / ℓ )
●市町村の取組として実施される実証実験の結

果に基づき、1 ㎞あたりの運行に要するガソリ
ン代を算出し、定期的に実情との乖離が無いか
確認し乖離があれば見直すこととしている場合。

　自治体の職員旅費規程にある単価が使えるので

は？というご提案をいただき調べましたが、本当に

それで良いのかなという部分があって、そこまで踏

み込めなかったというのが実際です。じゃあ、この

やり方は？あのやり方は？というご質問が出てくる

と思いますが、「例えば」ですので。必ず市町村が噛

んで実証実験しなければ定額制にできないかという

と、そうではなくて、実際に標準的な水準であるこ

とを説明できる状態にすると理解していただければ

と思います。問われた時に説明できるようにしてお

いていただければと、そういう考え方です。

許可・登録不要の運送の解釈３：仲介手数料
　サービス調整（マッチング）に対する仲介手数料

については、利用者から受け取っても運送の対価と

はみなしません。ドライバーには特定費用のほかに

※地域の移動ニーズへの対応の
　可否という視点を中心に協議

※提案内容が地域の移動ニーズに対応
　していると認められないとき 等
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はお金が渡らない仕組みを作ってくださいというの

が注意点です。代表的なものはスマホアプリを使っ

たものですが、電話の受付等、色々な形態があると

いう想定でお示ししています。

 

許可・登録不要の運送の解釈４：
自治体からの車両関係の補助や貸与

　自治体からの車両を借りたり、車両維持購入費の

補助をしてもらったりすると、運送のコストを肩代

わりしてもらっているので有償運送とみなすことが

ありましたが、そのこと自体をもって有償運送とみ

なすことはありません。補助先についても、社会福

祉協議会とＮＰＯ法人に限らず、福祉有償運送の登

録ができる団体であれば問題ありません。

～トークセッションから～

自家用有償旅客運送の今後について
河崎：検討プロセスのガイドラインに素早く反応した

都内の運営協議会事務局では、要綱を書き換えない

といけないんじゃないかという混乱が起こりました。

特に更新登録でこのプロセスが適用されると、大変な

騒ぎになるんですが、更新登録にはこのプロセスは当

てはまらないということでいいですか。また、資料の

左上に小さく「これによらない協議を行う旨決議した

場合は、プロセスによらないことも可能」と書かれて

いますが、「決議」というのはすごく物々しい。運営

協議会を主宰している市町村の担当課が、国の情報

としてガイドラインのことを運営協議会で報告し、そ

れで特に意見も苦情もなければ、今まで通りで、特に

運営協議会設置要項なども改訂する必要はないとい

うことでよろしいですか？

課長：更新でも新規でも、地域の皆さんの中で、「こ

れまでやってきたやり方が一番スムーズなので、そ

の方法でやっていく分には何も問題ない」というこ

とであれば、それはそれで進めていただいて構いま

せん。決議という言葉は、合意とか共通認識とか、

そういう風にご理解いただけたらと思います。更新

についても同じように進めていただくということで

よろしいかと思います。

河崎：「運営協議会って形骸化している」とか、特に

更新登録については「講習の修了証など初回と全く

書類を出さなきゃいけないのは大変」という声を沢

山いただいています。そもそも利害関係者が必要性

を協議するなんて、制度の設計自体が間違っている

という指摘もあります。運営協議会についてもう少し

見直すというのは、旅客課ではどうお考えでしょうか。

課長：自家用有償運送制度の趣旨をきちんと考えた

上で、それに従った形での協議会がどうあるべきか

を考えないといけないとは思います。一方、過度な

ものだとか、実際に合わなくなっているものであれ

ばそこはきちんと考えなければいけないと思います

ので、この点についてはよくお話を聞かせていただ

けたらと思います。

柿久保：法律が改正された時は「これで認知される

んや」というのがすごくあったんです。これが 10 年

以上経って「なかった方が良かったかな」と。例え

ば関西では、運営協議会の議事録一つ出ない地域が

大部分です。ローカルルールで困ったとか、そうい

うレベルでなく、もう一回きちんと点検をお願いし

たい。「互助による輸送」で継続の問題が起きたとき、

「福祉有償運送が大切なんですよ」と言えるよう、点

検が必要だと感じます。

会場：運営協議会と地域公共交通会議等の委員をさ

せてもらっています。3 月に通達がいくつか出まし

たが、運輸支局からも県（権限移譲済み）からも説

明が全くないんです。この前の会議でそれを言いま

したら、次回の次の会議の時に説明すると言われま

した。構成員も大半はそういう動きに詳しい人では

ありません。通達の内容の周知をお願いしたいです。



No.29 5

【特集】自家用有償旅客運送と登録不要の運送を今後どう活かすか

※これらの意見を受けて、国土交通省本省が、

運輸支局及び都道府県職員を対象とした説明会

を開くことになりました。

自家用有償旅客運送及び許可または
登録を要しない運送等について

【開催日程】9/30 中部運輸局、10/3 東北運輸局、10/10
北陸信越運輸局、10/19 北海道運輸局、11/5 沖縄総合
事務局、11/14 近畿運輸局、11/15 四国運輸局、11/22
関東運輸局、11/29 九州運輸局、11/30 中国運輸局

登録不要の活動について
会場：岡山県内の福祉有償運送団体を育成しようと

いうことでネットワークしていますが、最近は問合

せのほとんどが登録不要の活動です。通達をもとに

切々と説明しますが、住民の方々がすべてを理解す

るには内容が難し過ぎます。2008 年の総会記念行事

で、当時の藤田課長に事務連絡の文章ではなくて「マ

ンガを描いてほしい」と言ったら、２ヶ月後にイラ

スト版をホームページに出してくださいました。ぜ

ひ、今度はいろんな例を交えてもう少し細かく分か

るようにしていただけたらと思います。

柿久保：大阪でも去年ぐらいから相談が沢山入って

います。社協、自治会、自治会の中の有志、市町村

職員から自治会の取り組みについて相談されること

もあります。「100 円ぐらいの謝礼だったらもらって

も良いでしょう？」と言われる。さぁ、何て答えるか。

ダメや、ダメやと言ったらみんなやる気がなくなりま

すから。ここを明確化するという話であれば、やはり

社協を含めて地域福祉の取り組みで移動を何とかし

ていきたいと思っている人達の、足の確保がなかっ

たら何ともならへんという話にちゃんと結びつかない

とあかんと思う。国土交通省が作らなくても構いませ

ん。市町村が作りなさいと言ってくれてもいいので、

もうちょっとフォローしてもらえないかと思います。

会場：愛知県内のある市で２つの任意団体がマイカー

ボランティアで活動しているんですけれども、一番

の不安は保険です。自動車保険とかその辺の新しい

保険の整備がやはり必要ではないかと思っています。

会場：生活支援コーディネーターをしています。当市は、

人口 30 万人の中核市ですが、２時間か３時間に１本

しかバスが来ないところがいっぱいあります。タクシー

なら病院まで片道 3,000 円、4,000 円かかります。家族、

親せきが仕事を休んで病院に一日がかりで連れて行っ

ているような状況ですから、行政の対応を待ってはい

られません。福祉有償運送は、高いし、うちの圏域か

らは遠いのでほとんど使っていません。なので、ボラ

ンティアでやりたいという方が結構います。でも 20 ～

30 回、町内会で会合をやっていても登録不要の活動

というのを誰もご存じありません。来週からそういう

ところへ行って、どんどん進めていきたいと思います。

今後の広め方・人材確保のあり方等
河崎：福祉有償運送などの団体の関係者の多くは、

いつまで続けられるんだろう思いながらやっていま

す。メンバーを増やすにも、それこそ町内会の協力

を得てボランティアの裾野を広げていかないと、こ

れからの超高齢社会を乗り切れない。90 歳でも免許

を手放せない人たちが増えている中で、今の許可・

登録不要の活動と自家用有償旅客運送がこのまま

だったら、危機的だと思うんですね。

会場：マイカーボランティアさんには、人身傷害保険

を必ず掛けてもらっています。人によって今まで掛け

ている保険にプラスしてもらっている。そこら辺の善

意をしっかりとくみ取っていただいて、どこまでを認

めてあげられるのかを考えていただけたらと思います。

会場：地域包括支援センターの方で主任ケアマネを

務めています。総合事業が始まって、生活支援コー

ディネーターが地域の人たちの意見を聞く機会を持っ

てくれるので、どんどん地域の会合やサロンへ参加

してしていますが、移動が本当に課題です。それで、

ボランティアによるサービスを立ち上げようとしてい
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るところですが、行政からは無償運送をやってくださ

いとは言えません。住民の皆さんにやる気を持ってい

ただき、同時にタクシーの業者さんと調整を図りなが

らやっていくというところで、四苦八苦しています。

会場：高齢者支援課に在籍しています。当市では企

画政策課の方が国交省さんの通達やメールを受け取

ると、私のところへ持ってきてくれます。逆に、厚

労省老健局の関係は、私から企画政策課に持ってい

きます。定期的に双方の課長を交えて、お互いの理

解を深めるということもしています。それは、NPO

等に訪問型サービスＤに基づく移動サービスをやっ

ていただいて、市もこの課題に注目しているからだ

と思います。とはいえ、個人的には、シルバー人材

センターと社会福祉協議会とＮＰＯとボランティア

団体で数少ない担い手の候補者を取り合いっこして

いるような印象を持っています。ヘルパーだけでな

くボランティアも足りない。何か今、ここで手を打

たないともう続いていかないような、後継者がいな

いような気配をひしひしと感じています。

課長：保険の問題も含めて、ボランティアの気持ち

を持った方たちをどう支えるかという観点から考え

てほしいとか、手間がかからないようにしてほしい

というところは受け止めまして。今回お示ししたの

は第一歩なので、二歩三歩を考えていく中でまたお

知恵をいただけたらと思います。

地域交通の計画やマネジメント
会場：地域公共交通網形成計画について、地元市町

村でもコンサルタントに調査依頼して、大変立派な

中間報告と最終報告が出ていますが、最後の計画の

ところは希薄になってしまう。この辺のマネジメン

ト能力が各市町村に必要とされていると思うんです

ね。介護保険のほうでは、国から今年度 200 億円の

インセンティブ交付金が示されました（都道府県 10

億、市町 190 億）。自立支援や重度化防止に向けて

努力したり成果をあげたりした自治体により多くの

交付金を支払うものです。例えば地域に移動困難者

のために活躍できる人がきちんといなければ、その

地域そのものが破たんしますよと、そういうことで

す。福祉有償運送の運営協議会でも、継続性が大事

という意見が出るようになってきました。国交省の

方たちにも、地域行政が変化しなきゃいけないよう

に、リードしていただきたいです。

課長：交通は地域の大事な行政事業であるにも関わ

らず、なかなかそこをきちん手当されていなかった

んじゃないかなと思います。役所に担当セクション

がなかったり、あっても掛け持ちだったり。なので、

交通政策基本法によってプライオリティを上げても

らおうとしていますし、計画作りはそのきっかけに

なると考えています。そのきっかけがきちんと活か

されていないということだと思いますので、我々も

色々働きかけをして中身のある議論が進むようにし

ないといけないと思います。

　大きなマネジメントみたいなところから申し上げま

すと、本来輸送に対して責任を持ってサービスを提供

すべき事業者の皆さんも非常に厳しい経営環境にあ

ります。けれども、もう少し工夫が出来るところがあ

るんじゃないかなと感じていて。そこはもう少し地域

に寄り添う形でのサービス提供を考えてみてはどうか

という、そういう投げかけも今やっています。実際に

住民のニーズを受けて、最初は「えー、そんなことは

できないよ」と言っていた事業者が、やってみたらな

かなかできるもんだなと気づいたところも事例として

あります。もう一つは自治体の皆さんですけれども、

これも一所懸命やっていただいている自治体もいらっ

しゃいますが、もう少し、さらに意識を同じくしてい

ただき、交通の優先順位を上げていただくことで、皆

さんが持続可能性に心配を覚える部分が少なくなって

いけば良いなと、そういうところで考えています。

■金指旅客課長の講演資料は、全国移動ネットの

ホームページに掲載しています。

http://www.zenkoku-ido.net/action#action69


